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1.はじめに 

地域間の財政力格差の縮小等を目的として、下記の税率
の改正が行われます。 
① 法人事業税の標準税率、地方法人税の税率の見直し 
② 法人住民税法人税割の標準税率と制限税率の見直し 
③ 特別法人事業税の創設 
④ 資本金 1 億円超の普通法人に係る所得割の制限税率に

つき標準税率の 1.7 倍(現行：1.2 倍)への引き上げ 
 
2.改正の背景 

税源の偏在是正については、以前より法人事業税の一部
を分離して、地方法人特別税を創設し(平成 20 年度税制改
正)対応してきましたが、消費税率が 10%に引き上げられる
タイミングで地方法人特別税は廃止され、法人事業税に復
元される事が決まっていました。 

しかし、近年、経済再生への取組みによる地方税収が全
体として増加する中で、地域間の財政力格差が再び拡大す
る傾向にあると言われています。その原因として、地方の
人口減少(人口の東京一極集中)や産業構造がサービス産業
化することに伴い、第三次産業を中心に、大法人の本店が
大都市部へ集中(資本金 1 億円超の大法人の 48%が東京都
に本店を設置)していることや、また、インターネット取引
の進展により、店舗を必要としない事業形態が拡大してい
ること等が挙げられます。 

そこで、こうした税源の偏在を是正する新たな措置とし
て、復元される法人事業税の一部を分離して、特別法人事
業税及び特別法人事業譲与税が創設されることとなりまし
た。 
 
3.実務への影響 
①右記 5 にある通り、税負担率の変更はありません。 
②税効果会計を適用している法人については、上記 1④記
載の所得割の制限税率が引き上げられる点、法人事業税の
税率の改正及び特別法人事業税の創設が行われる点より法
定実効税率の計算を見直す必要があります。 
 
4.適用時期 

本改正は令和元年 10 月 1 日以後に開始する事業年度か
ら適用されます。 
 
 
 
 
 
 
 

5.法定実効税率の推移 
(1)外形標準課税適用法人(資本金 1 億円超) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)外形標準課税不適用法人(資本金 1 億円以下) 
 


